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1 鑑定委員協議会の

門田民事局長説6月

2刑事鑑定研究会の

安東刑事局長説明

3 心神喪失者等医療

安東刑事局長説明

4保護観察に関する
客甫刑事局得説朗

至絡協議会の開催牛
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事務総局会議（第17回）議事録

日時 令和2年7月7日 （火）午前10時00分 ～ 午前11時42分

場所 総局会議室

出席

者

中村事務総長，村田総務局長，堀田人事局長，氏本経理局長，門田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長, ､手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広報

課長，杜下情報政策課長兼審議官，長崎審議官
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場所|総局会議室

村事務総長，村田総務局

長兼行政局長，安東刑事

官，長崎審議官

長，堀田人事局長，氏本経

局長，手嶋家庭局長，杜下

ゴ目･ロー雲
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監事の任命について

料第1）

の開催について

料第2）

日本司法支援センター

村田総務局長説明（資

知的財産権訴訟研究会

門田行政局長説明（資
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【事務総局会議配布資料】

事務総局会議資料蒙！
（ 7月ユ1日開催）

(令和2． 7. 21総務局）

日本司法支援センター監事の任命について

(配布資料目録）

1 法務大臣からの日本司法支援センタ－監事の任命に係る求意見書（令和2年7

月6日付け法務省司司第332号）

候補者の略履歴2

1



鱈
【事務総局会議配布資料】

法務省司司第SS･2号

令和2年7月6日

。

最高裁判所長官大谷直人殿

好雅法務大臣
一
勺
一
一

日本司法支援センター監事の任命について

日本司法支援センター監事津熊寅雄につきましてば令和2年8月31日付け

で辞任予定であり,その後任者として下記の者を任命したいので，総合法律支援

法第24条第3項の規定に基づき最高裁判所の意見を求めます。

記

松並 孝二

1



【事務総局会議配布資料】

略履歴

まつ なみ こう

松並孝
じ
一

一氏 名

昭和33年5月25日 (62歳）生年月日
一1

司法修習生(40期）

東京地検検事

旭川地検検事

前橋地検検事

東京地検検事

山形地検酒田支部長兼鶴岡支部長

法務省刑事局付

津地検三席検事

法務総合研究所教官

内閣参事官（内閣官房副長官補室）

東京地検総務部副部長

東京地検立ﾉ| |支部副部長

東京高検検事最高検事務取扱

法務省大臣官房付

東京高検総務部長

法務総合研究所国際協力部長

旭川地検検事正

津地検検事正

退官

公証人（池袋公証役場）

昭和61年

昭和63年

平成元年

平成3年

平成5年

,平成7年

平成9年

平成12年

平成14年

平成18年

平成21年

平成22年

主な経歴
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事務総局会議資料隼ユ
《 7月ユノ日簾臘）

(令和2． 7． 21行一印）

知的財産権訴訟研究会の開催について

知的財産高等裁判所

令和2年11月SO日 （月）の午後（半日）

知的財産高等裁判所

知的財産権訴訟について考慮すべき実務上の諸問題

知的財産高等裁判所の各部の部総括裁判官及び陪席裁判官’人並

びに大阪高等裁判所，東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の知的

財産権関係事件を担当する各部の部総括裁判官及び陪席裁判官1

人（知的財産高等裁判所は8人, ・大阪高等裁判所は2人，東京地

方裁判所は8人，大阪地方裁判所は4人） 合計22人

主 催

期 日

場 所

研究事項

出席者
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総務局長，福島人事局総務課長，氏本経理局長，門

長，安東刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長

報政策課長兼審議官，長崎審議官，栃木司法研修所

総合研修所長

争務総涙

事局長詳

報課長，
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議事｜ ’ 裁判官研修と司法修習の実施方針について
木司法研修所長説明（資料第1）

和2年度における裁判所職員（裁判官以外）の研修の実施に関す

要な事項の変更について

財裁判所職員総合研修所長説明（資料第2）

等裁判所事務局長事務打合せの開催について

田総務局長説明（資料第3）

際知財司法シンポジウム2020の開催方式等の変更について

田行政局長説明（資料第4）
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事務総局会議資料事｜
《 7月ユ『日開催）

【資料1】

裁判官研修の実施方針について

1 緊急事態宣言による研究会の延期又は中止

・宣言後8月までの研究会及び短期の派遣型研修は，全て延期又は中止

2 9月以降の実施方針

（1） 基本的な考え方

・実施の必要性を踏まえた優先順位に従って実施

(2) 実施方法

・日程の短縮，テレビ会議の活用など，柔軟な実施方法

(3) 個々の研究会の実施予定

・一覧表のとおり （青色マーカーの研究会を実施予定）

(4) 新任簡裁判事研修について
●

・任命が遅れることに伴い，研修全体を組み直し



令和2年度研究会一覧表 (令和2． 7）

当初
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瀝
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実施時期当初の実施時期研究会名 日数番号
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２
２
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月
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ー
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祉
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唖

誹

祉
一
》
一

祉
一
一
斗
一
睡
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１日

日

一

弁護士任官者研究会

刑事専門研究会1 （裁判員）
且
日
日
日

７
一
喝
皿
哩

且
月
月
月

４
－
４
５
５

3１
－
２
－
３
’
４
’
５

◆｜簡易裁判所判事民事実務研究会
◆｜簡易裁判所判事刑事実務研究会

48支部長研究会

民事専門研究会

日
日
銅
一
岬

８
９
１

２

塑
明

月
月
５

５

2

(DV)◆
｜
｜
◆

６
’
７ 判事補基礎研究会

民事通常基本研究会1

簡易裁判所判事基礎研究会

2

二８
’
９
｜
ｍ
－
ｕ
匝
哩
哩
一

日
日

５
“
２

１
’
２

明
碩一

》

一
一

463

6月29日

7月6日

7月13日

7月16日

8月24日

9月7日

9月9日

9月14日

◆
｜
◆
｜
◆

40

”

ｌ

８

謙

２
’
１
毒
５
」鴫

一
肥 中止

9月11日

9月14日～9月15日

延期

金融・経済実務研究会

少年基本研究会

◆
｜
◆
一
◆
｜
◆

頓
一
鋤
一

1Ⅳ
一
胞
一
四
一
”
一
劃
一
詑
一
羽
一
浬
一
塑
妬
一
”
一
詔

基盤研究会3 （裁判基盤2）ク粂ﾛｰﾊﾞﾘｾﾞｰｼﾖﾝ

基盤研究会4 （裁判基盤3)OJT

2

未定9月16日～9月17日

9月17日～9月18日 祉
一
》
一
》
恥
恥

部総括裁判官実務研究会

医療実務研究会

◆
一
◆

’
１ 26

38

17

未定

50

9月24日～9月25日

行政基礎研究会

行政実務研究会

弁護士任官者研究会2

家事専門研究会1 （後見）

中堅判事研究会 ,

民事通常基本研究会2

簡易裁判所判事専門研究会

民事通常専門研究会1 （合議充実）

刑事実務研究会2

家事基本研究会

家事専門研究会2 （面会交流）

建築基本研究会

建築実務研究会

～9月30日 2

1

1

1

日
一
日

２
－
３

８
０
塑
明

◆
一
◆

日
一
８
－哩
牡

10月8日

10月12日

10月19日

10月21日

◆
｜
◆
一
◆ 日０２月０１一

》

日
一
９
－騨
止
、
蹟
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2 1 54
◆
｜
◆ 延期又は中止

10月29日～10月30日|｜

“5日 丁
11月5日 IF

,1月12日～11月i3BIF
11月‘12日～11月13日'’

'1月19日←'1月20日'’
'1月'9日～'1月20日’
11月19日～11月20日'I

12月1日～12月2日 ：

～10月27日

~10月30日

~11月5日

～11月6日

10月26日

10月28日

11月4日

11月5日

２
ｌ
３
ｌ
２
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
３
－
２
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
３
ｌ
２
ｌ
２
－
３
－
２
ｌ
２
ｌ
２

詑
一
網

酌
一
釦幟
画
椎
に
阿
煙
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脚
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一
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悔
い
一
◆
ｕ
幟
に

◆

”
｜
誕
一
詑
謁
一
瓢

一
弱
一
竺
諏
詔
一
調
一
如
一
狸
一
翅
銘
坐
一
妬
一
妬
卿
妃
蛸

◆
｜
◆

守
一
◆

◆

２
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
２

50

1]月10日

11月11日

11月16日

11月16日

～11月12日

～11月13日

～11月17日

～11月17日

30

刑事基礎研究会（事実認定）

刑事基本研究会1 （事実認定）

２
２
－
２

30

刑事基本研究会2 （訴訟運営〉

労働基本研究会

労働実務研究会

如
一
鋤
加
一

11月18日

12月1日

12月3日

~11月20日

～12月3日

～12月4日

2

1

｜
叩

一
一
函

一
一

日
一
日

２
－
９

月

正

月

塑
中
哩

基盤研究会5 （知的基盤2）科学哲学

iT基礎研究会
日
一
日
日
日
日

８
》
１
１
－
５
８

１
１
－
１
１

四
一
唾

塑

唖

”

一
一
一

一
へ
一
一
一

日
日
日
一
日
日

７

９
０
－
４
７

羽
狙
一
舜
郵
麺

１
１
ゞ
１
－
１
』
１

2
30

IT実務研究会

刑事専門研究会2 （被害者）
窪

12月9日～12月10日

12月14日
一一 一一 ~ 一~一

12月3日 ， 12月16日

2月15日～2月26日

２
ｌ
１
ｌ
２
－
９

亙
訓
一
壼
霊
桂
迩
卯
亙
弱

新任簡易裁判所判事研修

新任判事補研修

判事任官者研究会一

1月18日～2月19日 型
－
５1月19日～1月25日

2月1日 ～2月3日 ３
－
２
－
２
－
２
－
３
ｌ
３
ｌ
３
ｌ
２
－
３

実務協議会（冬季）

民事通常専門研究会3 （複雑困難訴訟）

刑事専門研究会3 （医療観察）

2月4日 ～2月5日

申
唖
一
卵

狙
狙
頑

日
一
日

日
６
－
９

９

１

１

月
月
月

２
２
２

｛
一
一

一
◆
｜
◆

卵
一
団 51i ◆医療基礎研究会

52 ◆知的財産権基礎研究会

53 法律実務教育研究会

54 ◆民事通常専門研究会4

55 ◆ ‘基盤研究会6 （裁判基』

56 ･ i外国司法専門研究会

法律実務教育研究会

民事通常専門研究会4

“一妬

日
日
６
６
２
２
月
月
２
２
－
へ

日
日
４
４
２
２
月
月

２

２ 定
０

６

未
６

１

（債権法改正）

基盤研究会6 （裁判基盤4） 自由と安全

3月1日

3月3日

～3月2日

～3月5日 鋤
一
印



第73期司法修習日程
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事務総局会議資料隼ユ
（ 7月ユ8日開催〕

【配布資料】

について哉.‘I令和2年戸に、I

1 中央研修

1

研修の対象者 <研修： 目） 変更の内容

1）管理者言を夫
,イ

旨 良者とするもの

ア管理業務系

首席書記官

首席家裁調査官

事務局長

次席書記官,次席家裁調査官，
事務局次長等

次席家裁調査官等

首席書記官研究会

首席家庭裁判所調査官研究会

事務局長研究会

管理者研究会′

次席家庭裁判所調査官等研究
今
云

中止

2本中1本を中止

(RS.2に計画）

2本中1本を中止

中止又は延期

イ研修事務系

高裁次長,高裁首席書記官,首
席家裁調査官

研修計画協議会 (RS. 1に計画）

(2)中間管理者層を主な対象者とするもの

ア管理業務系
6■

主任書記官,主任家裁調査官，
課長補佐等

主任書記官,主任家裁調査官，
訟廷管理官,課長等

主任家裁調査官

中間管理者研修I

中間管理者研修Ⅱ

主任家庭裁判所調査官研修

3本中1本を中止

2本中1本を中止

中止又は延期

イ研修事務系

研修の企画,実施を指導する立
場にある者

書記官研修(高裁委嘱)講師予定
者

研修指導研究会

実務指導研究会

中止(全2回）

中止(全4回）

(3)主として管理職以外の層(書記官,家裁調査官,係長等)を対象者とするもの

ア裁判事務系

書記官,家裁調査官(担当分野）

書記官〈担当分野）

家裁調査官(テーマ又は執務経
験）

速記官(テーマ）

執行官(テーマ又は執務経験）

実務研究会(家事,少年）
● 凸

実務研究会(民事刑事)，特
別研究会(家事）

家庭裁判所調査官特別研修

家庭裁判所調査官応用研修

速記官中央研修

総括執行官研究会

執行官実務研究会

新任執行官研修

期間短縮して実施

民事2本中1本と刑事中止
家事は期間短縮して実施

3本中2本を中止

(Re.Sに計画）

中止

中止

(Re.2に計画）

期間短縮して実施



2

研修の対象者 (研修名） 変更の内容

イ事務局事務系

係長等(担当分野）
係長等(総務,人事,会計担
当)研修

C ■

中止〈全分野）

ウ研修事務系

研修事務担当係長等 研修事務担当者研修 中止

4）新採用職員を対象者とするもの

新採用職員(総合職） 総合職採用職員初任研修 期間短縮で企画中

(5)その他

ア情報化関係

情報セキュリティ対策事務を担当
する管理職員

情報化推進の役割を担当する職
員

裁判事務支援システム(簡裁民
事･支払督促･高裁刑事･簡裁刑
事事件部分)の導入事務を担当
する職員

情報セキュiﾉﾃｨ研修

情報処理研修

裁判事務支援システム(簡裁
民事･支払督促･高裁刑事･簡
裁刑事事件部分)導入研修

中止

中止(全2回）

中止(全6回）

イ採用試験事務関係

採用試験事務を担当する管理職
員等

採用試験事務担当者研究会 中止



2高裁委嘱研修

※1中止の方針を示しているが,既に実施済みの高裁もあり,各高裁の実施状況を確認の上,お諮りする予定

3自庁研修

※2各庁の実施状況を確認し,変更事項があればお諮りする予定

3

研修の対象者 (研修名） 変更の内容

1）管理者層を対象者とするもの

次席家裁調査官等
次席家庭裁判所調査官等実務
研究会

※1

2）中間管理者層を対象者とするもの

新たに主任書記官,主任家裁調
査官,課長補佐等に任命された
者

新任中間管理者研修 期間短縮して実施

(3)主として管理職以外の層(書記官,家裁調査官,係長等)を対象者とするもの

ア裁判事務系

書記官(執務経験）

家裁調査官(主任家裁調査官を
含む｡）(テーマ)

書記官ブラッシュアップ研修

家庭裁判所調査官実務研究会

中止

※1

イ事務局事務系

新たに係長に任命された者 新任係長研修 期間短縮して実施

事務官(執務経験担当分野） 事務官専門研修 ※1

(4)事務官層を対象者とするもの

事務官(執務経験）
ジャンプアップ研修

事務官法律研修

※1

※1

(5)新採用職員層を対象者とするもの

新採用職員(総合職を除く｡） 新採用職員研修 期間短縮して実施

研修の対象者 (研修名） 変更の内容

1）事務官層を対象者とするもの

事務官(執務経験） ステップアップ研修 ※2

2）新採用職員層を対象者とするもの

採用後1年程度の職員 フオローアップセミナー ※2

採用直後の職員 フレッシュセミナー
L

●

※2

3）最高裁高裁又は地家裁の実情に応じて実施(期間参加者は
実施庁において定める｡高裁が自庁及び管内地家裁所属職員を対
象として実施することがある。）

※2



4委託研修

※3計画どおりに実施中であるが,変更事項があればお諮りする予定

5研究

1■

※4計画どおりに実施中であるが,変更事項があればお諮りする予定

【参考】

1書記官養成課程第一部第1フ期及び第二部第16期

第一部第17期の4月6日の入所式を取り止め

4月以降の集合研修を延期し,在宅学修を実施

フ月1日から同月22日までの間,研修生を4グループに分け,S日間の分散型集合研修を実施

フ月2ﾌ曰からg月SO日までの日程で,所属庁等で実務修習を実施

2書記官養成課程第二部第1フ期

4月6日の入所式を取り止め

4月から所属庁等で裁判事務修習を実施中

10月16日から集合研修を開始予定

3家裁調査官養成課程第16期

所属庁で13か月間の実務修習を実施中

4家裁調査官養成課程第17期

フレッシュセミナー受講後総合職採用初任研修が延期され,その後の予修期の一部は在宅

勤務

5月からの前期合同研修は在宅学修を実施 、

緊急事態宣言解除後,所属庁に教官を派遣して,計5日間,講義や演習を実施

フ月2フ曰から同月31日まで,S日間の集合研修を実施

4

’ 研修の対象者 (研 疹名）

裁判所以外の機関が実施する研修に職員を参加させるもの｡参加さ
せる研修,期間職員については,最高裁において定める。

研究の対象者 (研究卦 曽） 変更の内容

1）書記官,家裁調査官の合同による実務研究

書記官,家裁調査官 合同実務研究 ※4

(2)書記官による実務研究

書記官 書記官実務研究
ﾛ タ

※4

3）家裁調査官による実務研究

家裁調査官

家庭裁判所調査官実務研究

家庭裁判所調査官関係機関特
別研究(関係機関について,心
身の鑑別について,更生保護
について） ． ′ 、

期間短縮して実施

関係機関について期間
短縮して実施

更生保護について中止



事務総局会議資料隼3
（ 7月ユ3日開催） 事務総局会議配布資料

高等裁判所事務局長事務打合せ開催要領（案）

最高裁判所

令和2年10月2日 （金）

テレビ会議システムを用いて，最高裁判所と各高等裁判所（支部を

除く。 ）を接続する方法により開催する。

当面の司法行政上の諸問題について

高等裁判所事務局長8人

1 主催

2期日

3 開催方法

協議事項

出席者

日程

４
５
６

13： 15 ～ 16： 15

2日

(金）
事務総長挨拶
協議



．
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配付資料

事務総局会議資料業4
（ 7月ユ『日開催）

（令和2． 7． 28行一印）

国際知財司法シンポジウム2020の開催方式等の変更について

1 主催 最高裁判所，知的財産高等裁判所，法務省，特許庁， 日本弁護士

連合会，弁護士知財ネット

2 日程 令和3年1月21日 （木) 20時から23時40分（予定）

3 開催方式ウェブ会議の方法により開催（日本側参加者はウェブ会議に適し

た都内会議室等から参加）

4プログラム概要

(1) 前半（裁判所担当パート）

裁判所が主体となり，アメリカ， イギリス及びドイツの裁判官並びに日本の

裁判官及び弁護士による，知的財産紛争及び新型コロナウイルス感染症拡大の

中での裁判運営を題材としたパネルディスカッション

（2） 後半（特許庁担当パート）

特許庁が主体となり， 日本特許庁，米国特許商標庁及び欧州特許庁の審判

官等による，知的財産紛争及び新型コロナウイルス感染症拡大の中での審判

運営を題材としたパネルディスカッション

5参加者等

(1)海外専門家

アメリカ，イギリス及びドイツの裁判官並びに米国特許商標庁及び欧州特

許庁の審判官を予定

（2）傍聴人

インターネットを通じて同時配信予定


